
アジア・ダブルプレミア・ファンド

愛称：

追加型投信／海外／株式

2012.1.27投資信託説明書（交付目論見書）

●ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）は、委託会社のホームページに掲載しております。
●ファンドの信託約款の全文は、投資信託説明書（請求目論見書）に掲載しております。
●投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、投資信託説明書（請求目論見書）の交付を請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
●ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の
意向を確認する手続きを行います。
●ファンドの信託財産は、信託法に基づき、受託会社において分別管理されています。

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社　          金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第357号
設立年月日：1980年12月19日　　資本金：11億円　　運用する投資信託財産の合計純資産総額：1兆1,864億円
（資本金、運用純資産総額は2011年11月末日現在）
＜照会先＞
電話番号：03 -3434 -5544　　　インターネットホームページ：http://www.tdasset.co.jp/

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

住友信託銀行株式会社  ※関係当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。

委託会社 [ファンドの運用の指図を行う者]

受託会社 [ファンドの財産の保管および管理を行う者]

商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

ファンドの販売会社、基準価額などについては、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。

商品分類
単位型・
追加型 投資対象地域 投資対象資産

（収益の源泉）

追加型 海外 株式

投資対象資産

その他資産
（投資信託証券（株式））

決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

年1回 ファミリー
ファンド

アジア・
エマージング なし

属性区分

この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「アジア･ダブルプレミア･ファンド」の募集については、委託会社は
金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成23年7月27日に関東財務局長に提出しており、
平成23年7月28日にその効力が生じております。

投資信託説明書（交付目論見書）

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。



ファンドの目的

ファンドの特色

ファンドの目的・特色

◆ 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

中華圏株式マザーファンドおよびASEAN地域株式マザーファンド（以下、総称してあるいは
個別に「マザーファンド」ということがあります。）を通じて、「中華圏」および「ASEAN地域」の
株式に投資します。

マザーファンドの運用は、下記に委託します。

分配方針

マザーファンドの基本構成比マザーファンドの基本構成比マザーファンドの基本構成比

主な投資制限

ファンドの仕組み

※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

世界中の注目を集めるアジアの中でも特に高い成長を誇る「中華圏」を中心に、
同地域との経済の結びつきを強める「ASEAN地域」へも投資を行います。
消費関連、インフラ整備など、今後高い成長が期待できるセクターに焦点を当てて
投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。

中華人民共和国

台湾（地域）

香港

マカオ

ブルネイ

ミャンマーカンボジア

ラオスフィリピンインドネシアシンガポール

タイ ベトナムマレーシア

※国旗に色付けをした各国は、当資料作成時点での投資対象予定国（当該国・地域にて事業を行う企業を含む）

■ マザーファンドの基本構成比
① 中華圏：65%（約2/3）程度
組入銘柄数20～40銘柄程度

② ASEAN地域：35%（約1/3）程度
組入銘柄数30～50銘柄程度

■ マザーファンドの基本構成比は原則1年ごとに見直しを行います。
■ マザーファンドの基本構成比からの乖離が一定水準を超えた場合、随時リバランスを行います。
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●国泰君安資産管理（亞州）有限公司（所在地：香港、「国泰君安アセット（アジア）」ということがあります。）
委託する範囲：中華圏株式マザーファンドにおける中華圏株式等の運用　
●日興アセットマネジメント アジア リミテッド（所在地：シンガポール、「日興アセット（アジア）」ということがあります。）
※日興アセットマネジメント アジア リミテッドは、2011年10月にDBS アセットマネジメント リミテッドから社名変更致しました。

委託する範囲：ＡＳＥＡＮ地域株式マザーファンドにおけるＡＳＥＡＮ地域株式等の運用
※運用委託先は変更される場合があります。

●国泰君安資産管理（亞州）有限公司（所在地 香港「国泰君安 ト（ ジ

マザーファンドの運用は、下記に委託します。マザーファンドの運用は、下記に委託します。マザーファンドの運用は、下記に委託します。

毎決算時（4月27日、休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

毎毎決算決算時（時（4月4月27日

分配方針分配方針分配方針

マザーファンドの基本構成比

株式への投資割合

同一銘柄の株式への投資割合

外貨建資産への投資割合

デリバティブの使用

株式への投資割合

主な投資制限主な投資制限主な投資制限
株式への実質投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の10％以下とします。

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は、価格変動リスクの回避等を目的に行います。

分配金等

お申込金

《ベビーファンド》 《マザーファンド》

投資

損益

当ファンドは、中華圏株式マザーファンドおよびＡＳＥＡＮ地域株式マザーファンドを親投資信託（マザーファンド）
としたファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは投資者からご投資いただいた資金を
ベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。

当ファンドは 中華圏華圏株式株式マザー

ファンドの仕組みファンドの仕組みファンドの仕組み

投資

損益
投資

損益

中華圏の株式

ＡＳＥＡＮ地域の
株式

中華圏株式
マザーファンド

ＡＳＥＡＮ地域株式
マザーファンド

投 

資 

者

アジア・
ダブルプレミア・
ファンド
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投資リスク

基準価額の変動要因

リスク管理体制

その他の留意点

委託会社は、運用委託先の運用体制や運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等の適切性に
ついてモニタリングを行います。また、ファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に
照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な
措置を講じる体制となっております。

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの
運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動
します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく
下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の
評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準
価額が値下がりする要因となります。

投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本
規制が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がり
する要因となります。

○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
○分配金に関する留意点

○当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対
象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象と
はなりません。

・

・

・

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。

株価変動リスク

為替変動リスク

カントリーリスク

※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

2011年11月30日現在
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基準価額・純資産の推移

※基準価額は信託報酬控除後です。

年間収益率の推移（暦年ベース）

分配の推移（1万口当たり、税引前）

※当ファンドにはベンチマークはありません。
※2007年は設定日（4月27日）から年末まで、2011年は1月から11月末までの騰落率を表示。

主要な資産の状況

中華圏株式
マザーファンド
ＡＳＥＡＮ地域株式
マザーファンド

コール・ローン、その他

合　計銘柄名（銘柄数 36） 業種

業種

国・地域 比率

属性
64.8%

33.9%

1.3%

100.0%

比率銘柄名（銘柄数 34）

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

中
華
圏
株
式

株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

A
S
E
A
N
地
域

※組入上位銘柄の比率はマザーファンドへの投資を通じた実質組入比率。

◉組入上位銘柄 ◉投資比率

◆本資料の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
◆最新の運用状況は委託会社のホームページでご覧いただけます。

運用実績 2011年11月30日現在2011年11月30日現在2011年11月30日現在

コンバ・テレコム・システムズ
チャイナ・ユニコム
ハイアル・エレクトロニクス
遠東百貨店
チャイナトラスト・フィナンシャル・ホールディングス

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
小売
銀行

その他
ハンセン
その他
台湾
台湾

5.9%
5.4%
4.1%
3.4%
2.7%

DBS グループ
アストラ・インターナショナル
ゲンティン
ゴールデン・アグリリソーシズ
カシコーン・バンク

銀行
自動車･自動車部品
消費者サービス
食品･飲料･タバコ
銀行

シンガポール
インドネシア
マレーシア
モーリシャス
タイ

1.6%
1.5%
1.5%
1.3%
1.3%

2011年4月

2010年4月

2009年4月

2008年4月

－

設定来累計

0円

0円

0円

0円

－

0円
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（円） （億円）

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

2007年4月 2008年4月 2009年4月 2010年4月 2011年4月
0
40
80
120
160
200

320
280
240

純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

－80%
－60%
－40%
－20%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

20.3%

－64.0%

86.2%

1.4%

－19.6%



お申込みメモ

手続・手数料等

購 入 単 位

購 入 価 額

購 入 代 金

換 金 単 位

換 金 価 額

換 金 代 金

申込締切時間

購入の申込期間

換 金 制 限

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

信 託 期 間

繰 上 償 還

決 算 日

収 益 分 配

信託金の限度額

公 告

運 用 報 告 書

課 税 関 係

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

販売会社が定める単位

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額

原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

平成23年7月28日から平成24年7月27日まで
期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

ありません。

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、購入、換金のお申込の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込の受付を
取り消すことがあります。

無期限（平成19年4月27日設定）

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した
場合等には繰上償還となる場合があります。

4月27日（休業日の場合は翌営業日）

年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。

5,000億円

委託会社が投資者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付
します。

課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度の適用は
ありません。

香港、中国、台湾、シンガポールの各金融商品取引所のうち、いずれかが休業日の場合は、
販売会社が営業日であっても購入・換金のお申込は出来ません。
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ファンドの費用・税金

時　　期 項　　目 税　　金

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して10%

換金（解約）時
及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税

換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10%
・上記は、平成23年11月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
・法人の場合は上記とは異なります。
・税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

●税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

購入時手数料

信託財産留保額

購入価額に、3.15%（税抜3.0%）以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

毎日、ファンドの純資産総額に年1.9425%（税抜1.85%）の率を乗じて得た額とします。
※ファンドの運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または償還時にファンドから支払
われます。

※上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

マザーファンドの運用委託先である国泰君安アセット（アジア）および日興アセット（アジア）が
受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの
日々 の純資産総額に、年0.65％の率を乗じて得た額とします。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担
いただきます。

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

そ の 他 の
費 用・手 数 料

投資者が直接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）の配分

【外部委託先報酬】

【監査費用】
毎日、ファンドの純資産総額に年0.00735％（税抜0.007％）の率を乗じて得た額とし、ファンドで
ご負担いただきます。
【その他】
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、組入資産の保管などに要する諸費用
等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動する
ものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

委託会社

販売会社

受託会社

年1.1865％（税抜1.13％）

年0.6825％（税抜0.65％）

年0.0735％（税抜0.07％）

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

●ファンドの費用
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